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２００６年１２月１６日より有効 
本厚木駅行き バス時刻表 

 宮ヶ瀬発 上煤ヶ谷発 

6 32, 45 05, 20, 30, 42, 55 

7 05, 20, 50 15, 30, 40 

8 05, 50 00, 15, 30 

9 00, 50 00, 10 

10 50 00 

11 50 00 

12 50 00 

13 50 00 

14 50 00 

15 50 00 

16 50 00 

17 50 00 

18 50 00, 25 

19 50 00, 10 

20  00 

「桂秀光の会」が上記時刻表の正確性を保証 
するものではありません。 
黒字：毎日運行 
赤字：土曜、休日のみ運行 
青字：平日のみ運行 
問い合わせ先：神奈川中央交通 厚木営業所  

電話 046-241-2626 

２００６年１２月１６日より有効 
本厚木駅発 ５番のりば バス時刻表 

 宮ヶ瀬行き 上煤ヶ谷行き 

6 55 00, 50 

7 40, 50  

8 40  

9 40  

10 40  

11 40  

12 40  

13 40  

14 40  

15 40  

16 40  

17 40 20 

18 40 20 

19 40 10 

20 30, 40 10 

21  10, 40 

「桂秀光の会」が上記時刻表の正確性を保証 
するものではありません。 
黒字：毎日運行 
赤字：土曜、休日のみ運行 
青字：平日のみ運行 

 
２００６年３月２７日より有効 
成田空港発 本厚木駅行き バス時刻表 

成田空港発 本厚木駅着 

0740 1000 

1005 1225 

1135 1355 

1355 1615 

1525 1745 

1655 1915 

1855 2115 

2020 2240 

「桂秀光の会」が 
上記時刻表の正確性を保証するものではありません。 
 
２００６年３月２７日より有効 
本厚木駅発 成田空港行き バス時刻表 

本厚木駅発 成田空港着 

0510 0730 

0610 0830 

0710 0940 

1210 1430 

1500 1720 

1615 1835 

1830 2050 

「桂秀光の会」が 

上記時刻表の正確性を保証するものではありません。 

問い合わせ先： 神奈川中央交通 平塚営業所 

        電話 0466-55-7700 

 
 
 

清川村と国際空港を結ぶ！ 

 清川村村営バスを除くと清川村と村外を結ぶ公共

交通機関の現状は小田急線本厚木駅と清川村を結ぶ

神奈川中央交通の路線バスだけです。ところが現在、

本厚木駅と成田国際空港の間を１日８往復、空港バ

スが運行されています。このバスを本厚木駅から宮

ヶ瀬あたりまで延伸して運行してもらうだけで、清

川村は国際空港と乗り換えなしで結ばれることにな

ります。これは外国人旅行者を清川村に誘致する有

効な手段となります。海外から見ると日本はアイス

ランドに次ぐ長寿国です。その秘密を外国人旅行者

は、温泉、緑茶、きのこだと考えているようです。

清川村には、これらの条件が全て揃っているのです

が、村の指導者がそのことに気が付いて行動に移さ

なければ、村の発展は望めません。 
清川村が行うべき今後の政策！ 

１） 失業しても安心して住める村作り。保険料を支払え

ない村民から国民健康保険証を取り上げるようなことを

すべきではありません。固定資産税や住民税は国が定

める最低水準にすべきです。 

２） 村営バスは電話で依頼すれば、依頼場所から依頼

場所まで送迎するオンディマンド方式にし、交通弱者の

利便性を向上させるべきです。また、村内を走るバスに

は車いすでの乗車や自転車の持ち込みを推進すべき

です。 

３）  村内の中学校を中高一貫校にし、村内で幼稚園

から高校レベルまでの教育が受けられるようにすべきで

す。また、将来的には大学を村内に誘致すべきです。 

４） 村民がいつでも直接村長に相談できるように

するため、村長の携帯電話の番号を村民に公開すべき

です。 

５） 市町村合併には反対し、清川村の名前を国

際的に通用するように努力し、村内の経済活動を活性

化し、経済的にも精神的にも豊かに村民が暮らせる村

を実現すべきです。 

６） ６）  村内の自然を財産ととらえ、それを維持し、発展

するように努力すると共に、有効活用することも推進す

べきです。 
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